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令和 5年 9月 21日 (木)から令和 5年 9月 30日 (土)まで

○こどもと高齢者を始めとする歩行査の安全の確保

○夕暮れ時と夜間の交通壷故防止及び飲酒運転等の根絶

○ 自転車の安全利用について

令和 5年 4月 1日 から全ての年齢層の自転車利用者に対して、乗車用ヘルメット着用が努力義務と

なりました。    l             i
自転車事故による被害を軽減するためにも、乗車用ヘルメットを着用しましょう。

⌒
Ψ 自転車等の企ルメット着用と交通ルール遵守の徹底

運動期間

運動重点

乗 り物盗に注意 |!
福山東警察署管内における令和 5年 1月 ～7月 と令和 4年 1月 ～ 7月 の乗 り物盗発生件数

令和 4年 1月 ～7月 増減

320件 160件 +160件

野上交番管内における令和 5年 1月 ～ 7月 と令和 4年 1月 ～7月 の乗 り物盗発生件数

令和 5年 1月 ～ 7月 令和 4年 1月 ～ 7月 増減

33件 11件 +22件

上の表をみると、乗り物盗 (自 動車盗・オートバイ盗 。自転車盗)の発生件数は、前年よりも増加しています。

当交番管内での乗り物盗の発生件数は33件で、そのうち自転車盗が31件でした。

また、自転車盗の約70%は施鐘忘れや施錠設備のない自転車だったため、以下の点を意識し,被害に遭わな

5年秋の全国交通安全運動の実施につい

令和 5年 1月 ～ 7月

いようにしましょう !

〇
｀
自転車から離れるときは、確実な雄鐘を

1

0施 錠設備の確実な取ψ付けを !

○ 自転車を止める際には、駐輪場を利用 !
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